
 

 

 

  
 

 

「「男男女女共共同同参参画画基基礎礎講講座座  iinn 鹿鹿屋屋」」をを開開催催ししまますす  
 男女共同参画の基礎知識や、身近なところで男女共同参画の理解を広めるための手法を 

学べる講座です。ぜひご参加ください。 

  

 期 日：９月 22 日（土）、29 日（土）（２回講座）  

10:00～16:00（昼食、休憩含む） 

 会 場：リナシティかのや 情報研修室（鹿屋市大手町１番１号） 

 講 師：たもつ ゆかりさん（オフィスピュア代表、鹿児島県男女共同参画審議会委員） 

     髙
たか

﨑
さき

 恵
めぐみ

さん（オフィスピュア 多様性トレーナー、ワークショップデザイナー） 
   
 内 容： 

  １回目・・９月 22 日（土） 

  〇第３次鹿児島県男女共同参画基本計画の概要とデータで読み取る 

鹿児島県男女共同参画の現状と課題 

   〇男女共同参画の大切さを実感するためのワークショップ 

   〇男女共同参画についての基本的な考え方・男女共同参画と人権 
 
   ２回目・・９月 29 日（土） 

    〇「私」を振り返り「私」に出会うワークショップ 

    〇男女共同参画の視点に立った地域コミュニティづくり 
  
 

 受講要件：原則として、２回とも受講できる方 

 定  員：40 名（先着順） 

 申込締切：平成 30 年９月 15 日（土） 

 申込方法：所定の申込用紙に必要事項を記入の上、FAX、メール又は郵便でお申し込み

ください。  

※申込用紙は市役所本庁、各支所、出張所にあります。 

 かごしま県民交流センターホームページからダウンロードすることもできます。 

 参加申込・問合せ先 

  鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター男女共同参画推進課） 

  住所：〒892-0816 鹿児島市山下町 14－50 

  電話：099-221-6603  FAX：099-221-6640 

E メール：p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp 
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受講料は 

無料です 

受講者募集！ 

 

 



Q１．加害者とならないためには、どうしたらいいですか？ 

 セクシュアル・ハラスメントかどうかは、基本的には受け手の判断で決まります。 

   相手が嫌がっていることが分かったら、決して繰り返してはいけません。 

    また、相手がいつも明確に「嫌だ」と意思表示するとは限りません。明確な意思表示がなく

とも、相手が不快に思えばセクシュアル・ハラスメントになります。特に、上司や先輩など立

場が上の人に対しては、被害者は、はっきりとした拒否の態度はとりにくいということに注意

してください。 

 

 

  セクシュアル・ハラスメントをなくそう！ 

～みんなが働きやすい職場づくりを目指して～ 
 
 職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけると共に、就業環境を

悪化させ、労働者の能力発揮の機会を損なう行為です。 

 市では、平成 28 年に施行した「鹿屋市男女共同参画推進条例」において、セクシュアル・ハラス

メントを「男女共同参画を阻害する行為」として禁止しています。 

 「男女雇用機会均等法」では、事業主にセクシュアル・ハラスメント防止に関する雇用管理上の

措置を義務づけています。 

  

 ○セクシュアル・ハラスメントを防ぐには Q＆A 

                      （参考：人事院「ハラスメント防止について」）  

○セクシュアル・ハラスメントに関する相談先 

 ◇勤務する会社、事業所内の相談窓口 

 ◇鹿児島労働局 雇用環境・均等室  

電話：０９９（２２３）８２３９  平日（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５ 

◇女性の人権ホットライン（鹿児島地方法務局）   

電話：０５７０（０７０）８１０  平日（祝日、年末年始を除く）８：３０～１７：１５ 

Q２．被害者とならないためには、どうしたらいいですか？ 

  セクシュアル・ハラスメントを無視したり、受け流したりしているだけでは状況は改善され

ません。嫌なことは「嫌だ」と相手にはっきり伝えることが大切です。口頭で言いにくい場合

は、電子メールや手紙という方法もあります。また、被害を一人で我慢せず、身近な人や職場

の相談窓口等に相談しましょう。 

 

Q３． Q３．職場の一員として、気をつけることがありますか？ 

       職場からセクシュアル・ハラスメントの被害者や加害者を出さないためには、セクシュア

ル・ハラスメントを見かけたら、勇気を持って注意したり、被害者の相談にのったりすること

が大切です。そして、セクシュアル・ハラスメントについて問題提起する人をトラブルメーカ

ーとみなしたり、悪く言ったり、嫌がらせをしたりしてはいけません。また、セクシュアル・

ハラスメントを当事者間の個人的な問題として片づけたりしないことを心がけましょう。 

 

Q４．監督者（事業主等）として、気をつけることがありますか？ 

 監督者には職場の良好な勤務環境を確保する責務があります。セクシュアル・ハラスメント

が生じていないか十分に注意し、勤務環境を害する言動を見逃さないように努めましょう。ま

た、被害者等からの苦情相談には真剣に向き合い、迅速に対応するよう心掛けるとともに、自

らがセクシュアル・ハラスメントの加害者とならないよう十分な自覚が必要です。 

 

    



「鹿児島県男女共同参画週間（７月 25日～31日）」事業のお知らせ 
  

 

全体テーマ：いよいよ待ったなし！いま本気度が問われる男女共同参画 

           「Start Up！For our Life design ～第三次鹿児島県男女共同参画 

基本計画はあなたの人生設計を応援する社会の設計図です！～」 

 
 

◇基調講演＆ワークショップ  

日時・場所：７月２８日（土） かごしま県民交流センター 

・基調講演   ：13:30～15:00（定員 100 名） 

・ワークショップ：15:15～16:45（定員 100 名） 

講師 ：大 崎
おおさき

 麻子
あさこ

さん（関西学院大学客員教授） 

    

◇小・中学生のためのワークショップ「ゆめをみ、ゆめをたてる！」 

   日時・場所：７月２９日（日）かごしま県民交流センター  

13:30～16:00（定員：30 名） 

   講師：髙
たか

﨑
さき

 正 治
まさはる

さん（王立英国建築家協会名誉フェロー建築家） 

 

◇その他・・・マルヤガーデンズでも関連展示をおこないます。 

 

○申込方法 所定の申込用紙に記入し、FAX、メール、電話でセンターに直接お申し込み 

ください。 

※申込用紙は、かごしま県民交流センターホームページよりダウンロードできます。 

※28 日は事前申し込みにより託児が可能です。（生後６か月～小学２年） 

         （託児申込締切 ７月 14 日（土）） 

  

「鹿屋市男女共同参画審議会」の委員を募集します 

市の男女共同参画推進施策に関する取組への意見や助言等をしていただける、男女共同参画審

議会委員を募集しています。 
 

○対 象 者：市内に居住又は勤務している 20歳以上の人で、男女共同参画審議会及び男女共同 

参画に関する研修会等へ参加できる人 

○任  期：2018年 10月～2020年９月（２年間） 

○募集人数：３名 

○応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、メール又は郵送・ＦＡＸにてご応募ください。 

※応募用紙は市ホームページからダウンロードしていただくか、市役所本庁及び 

各出張所、各総合支所に置いてあります。 

○応募期限：平成 30年７月 27日（金） 

○申込み・問合せ先：市民課 男女共同参画推進室  

TEL 0994-43-2111（内線 3171）  FAX 0994-31-1170 

<申込み・問合せ先> 鹿児島県男女共同参画センター（かごしま県民交流センター男女共同参画推進課） 

電 話：099-221-6603  ＦＡＸ：099-221-6640 

E メール：p-harmony@pref.kagoshima.lg.jp 

 

 



    
  
  

鹿屋市配偶者暴力相談支援センターのご案内 

   配偶者やパートナーからの暴力（ＤＶ）や離婚問題、家庭不和などの悩みについて 

ご相談に応じます。 一人で悩まず、ぜひご相談ください。 

 

      相談ダイヤル  電話 ：０９９４（３１）１１７１  

※緊急の場合は１１０番へ 

月～金曜日  9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 
 

◇一般相談（電話相談、来所相談）  

※来所相談の際は、事前にお電話でご予約ください。 

 

 

 

「性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER（フラワー）」に 

相談拠点が設置されました。 
 

「性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER （フラワー）」は、性暴力の被害に

あわれた方やその家族等が安心して相談でき、相談や医療面のケアを含め必要な支援が迅速に

受けられるよう、鹿児島県、鹿児島県警察、（公社）かごしま犯罪被害者支援センター、鹿児島県

産婦人科医会の４機関が連携・協力して支援を行うネットワークです。 

平成 30 年６月より相談拠点が設置されました。 

今後は、相談拠点が中心となって相談を受け、ネットワークの各機関等と連携して支援を行います。 
 
   

 

＜相談拠点＞ 

場所：かごしま県民交流センター西棟５階 

（公社）かごしま犯罪被害者支援センター内 

電話：０９９（２３９）８７８７（はなはな） 

相談時間：火曜日～土曜日 １０：００～１６：００（祝日、年末年始を除く） 
  

〇電話相談、面談相談のほか、ご希望に応じて関係機関の紹介、病院等への付き添い 

などを行います。 

   

 

 

 

 
 

 
鹿屋市 市民課 男女共同参画推進室 

 

 
〒893-8501 鹿屋市共栄町 20 番 1 号 
TEL：（0994）43－2111（内線 3171） FAX：（0994）31－1170 
E-mail：danjyo@e-kanoya.net  
URL：http://www.e-kanoya.net/htmbox/danjyo/ 
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